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家畜の衛生と防疫 （９月７日発行）

中秋節の人や食品の動きとアフリカ豚熱

中秋節とは、東アジアの伝統的な行事のひとつで、２０２２年は９月１０日、旧暦の
8月15日にあたります。とくに中華圏では春節、清明節、端午節とならぶ重要な行事で
あり、日本のお盆の様に中秋節になると人々は各地から家に帰り、家族と一緒に団欒の
食卓を囲みます。またこの時期には、お土産を携えた人の異動や食品の動きが活発化し、
不法な肉類の持ち込みや国際郵便での配送も増加する傾向があります。

2020 年７月１日に家畜伝染病予防法が改正され、不法に畜産物を輸入した場合、最
高 300万円の罰金（法人の場合最高 5,000万円）又は３年以下の懲役が科せられるに
もかかわらず、令和3年（2021年）は、旅客の手荷物として 18,740 件
（12,978kg）、国際郵便物として 50,974 件（86,274kg）の畜産物が違法に持ち
込まれ、廃棄されています。それらの畜産物からは、202２年８月までにアフリカ豚熱
ウイルスの遺伝子が 105 例確認され、感染性のあるウイルスも見つかっています。現
在、新型コロナウイルスに係る入国規制が緩和され、アフリカ豚熱や口蹄疫の国内への
侵入が危惧されています。また、国内で発生がある豚熱についても、野生いのししでの
感染が山口県まで広がっている状況です。

今後、行動制限の緩和等にともないヒトやモノの移動が増加し、さらにこれらの悪性
家畜伝染病の侵入リスクが高まることが予想されます。養豚農家におかれましては、再
度、野生動物の侵入防止対策を確認して頂くとともに、飼養衛生管理基準の遵守及び飼
養する豚の健康状態の確認、異状発見時の早期通報について引き続きご協力をお願いし
ます。

鼻鏡の水疱（口蹄疫）

多量の流涎（口蹄疫）

防鳥ネット



第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会が開催されます！

全国和牛能力共進会は、全国から優秀な和牛が集まり、肉質などを競う大会です。

５年に１度開かれ「和牛のオリンピック」とも呼ばれています。

今回は10月6日から10日に鹿児島県霧島市と南九州市で開かれ、全国からおよ

そ４４０頭の和牛が集まる予定です。

熊本県では７月２８日及び８月２６日に最終予選会が実施され、第１区から特別

区までの７区１１頭の牛が選抜されました。

家畜保健衛生所は、候補牛の巡回調査指導、衛生検査等の実施、証明書発行等の

サポートを実施しました。

樹木の伐採、整理整頓

周囲の消毒

第12回全国和牛能力共進会　熊本県最終予選結果
出品区 名 号 血統（父） 出 品 者 
第１区（若雄） 多恵福重 美津福重 熊本県農研畜産研究所 
第２区（若雄の１） ひまわり 美津福重 高道修二（天草郡苓北町） 

第３区（若雄の２） つるしげ３ 美津福重
㈱ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 村山光弘
（菊池郡大津町）

ふくひかり３ 百合茂 
ふく 安福久 
ふくひめ 美国桜 
勝１９６ 齊藤 勝（菊池市） 

竜３の６
(株)帆保畜産 斎藤俊昭
 （菊池郡大津町）

君子 野嶋儀一（天草市五和町） 
第８区 福２の１４２ 久茂国 吉田 忍（球磨郡あさぎり町） 
特別区（高校・農業大
学校の部）

まり 美津福重 熊本県立熊本農業高等学校 

第５区（高等登録群）

第７区

淵田 清 （球磨郡錦町） 

美津福重 

第２区予選 第３区予選



新型コロナウイルスもオミクロン株による第７波では感染者数も全国で２０万越えを記録しました。
ワクチン接種は重症化軽減で大事ですが感染防御はしませんので、マスクの着用や密を避ける等の地
道な衛生対策が重要視されています。このような対策は豚熱のまん延防止対策における手指の消毒や
専用長靴、専用衣服の使用等の考え方にもつながります。（K.K.）

折々の所感

近隣諸国における海外悪性伝染病発生情報

牛のブルセラ症及び結核の国内清浄化

樹木の伐採、整理整頓

周囲の消毒

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

口蹄疫（FMD） O型 インドネシア 不明 令和4年

ロシア（32件） 豚・野生いのしし 令和4年7月25日

韓国（1件） 豚 令和4年8月18日

　令和４年(2022年)９月１日現在

アフリカ豚熱

（ＡＳＦ）

牛のブルセラ症は、ブルセラ属菌による流産や死産等を起こす感染症であり、牛

の結核は、主にウシ型結核菌による呼吸器感染症です。いずれも牛の生産性を著し

く低下させる慢性感染症であるとともに、ヒトの公衆衛生上も重要な人獣共通感染

症です。1960年代までは両疾病とも多くの感染牛が確認されていましたが、家畜

伝染病予防法に基づく陽性牛の摘発ととう汰によって清浄化が進展しました。

牛のブルセラ症及び結核は、それぞれ平成22年及び平成26年を最後に新たな発

生が確認されず、国内で清浄化された蓋然性が高いと考えられたため、平成30年

度から、OIEの規定に基づき、3年間の清浄性確認サーベイランスを実施しました。

その後、我が国は、このサーベイランスの結果等を取りまとめ、牛のブルセラ症

及び結核の清浄化宣言をOIEに対して提出しました。

今般、当該清浄化宣言が、令和3年4月1日を開始日として、OIEのウェブサイト

に掲載されました。

我が国からは現在、ベトナム、香港、台湾、シンガポール、韓国、タイ、米国、

カナダ、EU等への牛乳及び乳製品の輸出が可能となっております。このうち、EU

向け輸出においては、原料乳の生産農場に対するブルセラ症及び結核の全頭検査が

必要であることから、今後、全頭検査が不要となるよう、輸出条件の緩和について

協議を行うこととしております。

（農林水産省プレスリリースより）

牛乳・乳製品の輸出への影響について

毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」です。

畜舎の一斉消毒をしましょう！！


